
２０１８年度（２０１９年３月３１日現在）貸借対照表

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

286,704 5,986,450

286,704 38,386

65,598 5,894,440

8,689 53,623

5,666,555 762

1,762,691 58,483

196,646 1,386

1,201,412 19,005

284,079 11,061

2,019,239 537

202,486 729

540,638 7,412

72,982 10,482

467,655 3,977

145,163 500

85,943 1,971

51,911 1,418

293 73

5,881 22,175

1,133 112,800

12,526 6,180,746

11,659

167 110,000

699 35,054

512 35,054

385 344,213

81,205 41,233

43,353 302,980

2,251 1,363

22,329 150,000

2,189 151,617

1,454 489,267

7,697 173,165

1,323 173,165

605 662,433

35,385

△ 185

6,843,179 6,843,179

（金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

（ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金

買 入 金 銭 債 権

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

有 形 固 定 資 産

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他 の 証 券

一 般 貸 付

保 険 約 款 貸 付

土 地

建 物

建 設 仮 勘 定

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

預 貯 金

保 険 契 約 準 備 金

再 保 険 借

そ の 他 負 債

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金

支 払 備 金

責 任 準 備 金

契 約 者 配 当 準 備 金

未 払 金

未 払 費 用

前 受 収 益

預 り 金

預 り 保 証 金

仮 受 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金

（ 負 債 の 部 ）

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

未 収 金

前 払 費 用

未 収 収 益

預 託 金

仮 払 金

そ の 他 の 資 産

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

負 債 の 部 合 計

貸 倒 引 当 金

繰 延 税 金 資 産

不 動 産 圧 縮 積 立 金

金 融 派 生 商 品

金 融 派 生 商 品

代 理 店 貸

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

未 払 法 人 税 等

先 物 取 引 差 入 証 拠 金

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

株 主 資 本 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

繰 越 利 益 剰 余 金

役 員 賞 与 引 当 金

資 産 除 去 債 務

リ ー ス 資 産

リ ー ス 債 務

リ ー ス 資 産

金 融 商 品 等 受 入 担 保 金

純 資 産 の 部 合 計
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１．有価証券(現金及び預貯金･買入金銭債権勘定のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信

託財産として運用している有価証券を含む)の評価基準及び評価方法は次のとおりであります。

(1)売買目的有価証券

・時価法(売却原価は移動平均法により算定しております)

(2)満期保有目的の債券

・移動平均法による償却原価法(定額法)

(3)責任準備金対応債券（「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 21 号）に基づく債券をいう）

・移動平均法による償却原価法(定額法)

(4)子会社株式及び関連会社株式（保険業法第２条第 12 項に規定する子会社及び保険業法施行令第 13 条

の５の２第３項に規定する子法人等のうち子会社を除いたもの及び関連法人等が発行する株式をい

う）

・移動平均法による原価法

(5)その他有価証券

・時価のあるものは、３月末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定してお

ります)

・時価を把握することが極めて困難と認められ、取得差額が金利調整差額と認められる公社債(外国債

券を含む)については、移動平均法による償却原価法(定額法)

・それ以外の有価証券については、移動平均法による原価法

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

２．責任準備金対応債券のリスク管理方針の概要は次のとおりであります。

将来の債務履行を確実に行えるよう、保険商品の特性やリスク許容度を十分に考慮した資産運用方針

をたて、管理しております。

このような運用方針のもと、保険商品の特性に応じて以下のとおり小区分を設定し、各小区分におけ

るデュレーションのコントロールを図る目的で保有する債券については、責任準備金対応債券に区分し

ております。

(1)一般資産区分における個人保険・個人年金保険

(2)無配当保険資産区分における個人保険・個人年金保険（今後５年超 30 年以内に発生する見込みの

キャッシュ・フローを対象）

(3)団体年金保険資産区分における団体年金保険

３．デリバティブ取引の評価は時価法により処理しております。

（注）
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４．有形固定資産の減価償却は、次の方法により行っております。

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

①1998 年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備及び構築物を除く) 並びに 2016 年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物

・定額法

②上記以外の有形固定資産

・定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物、建物附属設備及び構築物 2～50 年

器具備品 2～20 年

(2)リース資産

①所有権移転ファイナンス・リース取引

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

②所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とする定額法

５．外貨建金銭債権債務及び外貨建有価証券は、３月末日の直物為替相場により円貨に換算しております。

６．貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則

り、次のとおり計上しております。

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に

対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下「実質破綻先」という）に対する債権につ

いては、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。

また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以

下「破綻懸念先」という）に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上

しております。

上記以外の債権（正常先債権及び要注意先債権）については、過去の一定期間における貸倒実績等か

ら算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額等を計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し

た資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び

保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額し

ており、その金額は 160 百万円であります。

７．役員賞与引当金は、役員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度末において発生

していると認められる額を計上しております。
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８．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、計上しております。

退職給付債務並びに退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

退職給付見込額の期間帰属方法 給付算定式基準

数理計算上の差異の処理年数 発生年度に全額を費用処理

過去勤務費用の処理年数 発生年度に全額を費用処理

９．価格変動準備金は、保険業法第 115 条の規定に基づき算出した額を計上しております。

１０．ヘッジ会計の方法は次のとおりであります。

(1)ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法は、時価ヘッジ処理を採用しております。なお、外貨建定期預金をヘッジ対象と

した為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段として為替予約取引を行い、ヘッジ対象は、保有目的がその他有価証券である外貨建の

有価証券及び外貨建定期預金としております。

(3)ヘッジ方針

資産運用に関する社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジ

しております。

(4)ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジの有効性の判定は、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお

ります。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性が

ある場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しております。

１１．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外

消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上し５年間で均等償却し、繰延

消費税等以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。

１２．責任準備金は、保険業法第 116 条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式

により計算しております。

・標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第 48 号）

・標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式

なお、保険業法施行規則第 69 条第５項の規定に基づき、一部の個人年金保険の年金支払いを開始した

契約を対象に責任準備金を追加して積み立てております。
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１３．無形固定資産の減価償却は、次の方法により行っております。

(1)無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアの減価償却は、利用可能期間(５年)に基づく定額法により行っております。

(2)リース資産

①所有権移転ファイナンス・リース取引

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

②所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とする定額法

１４．㈱Ｔ＆Ｄホールディングスを連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。

１５．当事業年度末までに公表されているものの、適用されていない会計基準等は以下のとおりでありま

す。

(収益認識に関する会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 平成 30 年３月 30 日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年３月 30 日）

(1)概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま

す。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2)適用予定日

2021 年４月１日以後開始する事業年度の期首より適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当計算書類の作成時において評価中であります。

１６．金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項は次のとおりであります。

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、生命保険業免許に基づき、生命保険の引受けを行い、保険料として収受した金銭等の運用

として、主に有価証券投資、貸付等を行っております。

運用に際しては、お客さまからお預かりした保険料を効率的に運用するため、「保証利率や保険期間

などの商品特性に対応した資産運用」及び「資産の健全性維持」を取組方針としております。

これらの取組方針に則した資産運用を行うために、保険契約の特性に対応した資産配分をすること

により運用収益を確保しております。
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また、「ＥＲＭ委員会」を設置し、資本・収益・リスクの経済価値ベースでの一体管理（ＥＲＭ）の

推進・充実を図るとともに、ＥＲＭの状況について定期的に把握・確認しております。

なお、効率的な資産運用を図る観点からデリバティブ取引を活用しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

当社が保有する金融資産は、主に有価証券及び貸付金であります。

また、保有する有価証券のリスクをヘッジする目的等で、デリバティブ取引を行っております。

有価証券は、主に公社債、株式、投資信託（主に株式、債券、外国株式、外国債券を投資対象とす

るもの）及び外国証券等であり、安定的な収益確保、市場見通しに基づく運用、長期保有による運用

を目的に保有しております。これらは、発行体の信用リスク、金利の変動リスク、為替の変動リスク、

市場価格の変動リスク及び流動性リスクに晒されております。

貸付金は、主に国内の企業向け貸付、個人向け貸付及び保険約款に基づく貸付であります。このう

ち、企業向け貸付及び個人向け貸付は、安定的な収益確保を目的に実施しておりますが、貸付先の契

約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。保険約款貸付は、解約返戻金の範囲

内で行っており、信用リスクは僅少であります。

デリバティブ取引は、債券先物取引、株式指数先物取引、為替予約取引、通貨オプション取引、株

価指数オプション取引等を行っており、現物資産の補完的取引として以下の４つの目的に限定して活

用しているため、リスクは限定的なものになっております。

①現物資産の価格変動リスクに対するヘッジ取引

②現物資産をポートフォリオに組入れるまでの時間的な問題や、流動性の問題を解消するための現

物資産を補完・代替することを目的としたヘッジ取引

③現物資産のデュレーションや金利種類（固定・変動）の調整を目的としたヘッジ取引

④現物資産の信用リスクに対するヘッジや信用リスクの分散を目的としたヘッジ取引

また、以下の取引等についてヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用については、適用

要件、対象取引、手続き、有効性評価の方法及び指定方法等を規程として明確に定め、適正にヘッジ

会計の適用を行っております。

①外貨建有価証券をヘッジ対象とし、為替予約取引をヘッジ手段とする取引

②外貨建定期預金をヘッジ対象とし、為替予約取引をヘッジ手段とする取引

ヘッジ会計の方法は、時価ヘッジ処理を採用しております。

なお、外貨建定期預金をヘッジ対象とした為替予約取引については、振当処理の要件を満たしてい

る場合は振当処理を採用しております。

ヘッジの有効性の判定は、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお

ります。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性が

ある場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

当社では、「リスク管理基本方針」を制定し、各種リスクを統括して管理するための態勢を構築して

おります。

具体的には、経営上のリスクを細分化し、リスク種類毎に配置された管理部門がリスク状況の把握・

分析・評価及び業務執行部門への牽制・指導を行っております。
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さらに、「リスク統括委員会」を設置し、全社のリスクを統括管理し、リスク管理の徹底を図ってお

ります。

経営上のリスクのうち、金融商品に係るリスクとしての市場リスク・信用リスクは資産運用リスク

管理規程に基づき、流動性リスクは流動性リスク管理規程に基づき、総合リスク管理部がリスク管理

を行っております。

また、「ＥＲＭ委員会」を設置し、資産・負債に関わる収益・リスクの総合管理を行っております。

①市場リスク・信用リスクの管理

リスク管理部門では、市場リスク・信用リスクを計量化（金額換算）する等定期的に把握・分析・

評価を行い、そのリスクを自己資本等の一定範囲内に抑えることにより、管理を行っております。

(ⅰ)市場リスク

市場リスクとは、金利、為替、株価等のさまざまなリスクファクターの変動により、保有する資

産（オフバランス資産を含む）の価額が変動し損失を被るリスク、すなわち、「金利リスク」、「為

替リスク」、「価格変動リスク」をいいます。

市場リスクに関しては、金利、為替、株価等の運用環境の変化に対する保有資産の感応度を把握

するとともに、ポートフォリオ全体としてリスクを把握し、資産配分の見直しやリスクヘッジなど

によりリスクを適切にコントロールしております。

(ⅱ)信用リスク

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の価

値が減少・消失し損失を被るリスクをいいます。

信用リスクに関しては、与信先ごとに付与した社内格付を活用してＶａＲ（バリュー・アット・リスク）

を用いたリスクの計量化を行い、ポートフォリオ全体としてリスクを把握・コントロールしており

ます。

また、リスクに応じた投融資限度額・投融資金利を設定するとともに、業種や企業グループ単位

での投融資限度額を設定し、特定業種・企業グループへの投融資集中を制御しております。

②流動性リスクの管理

流動性リスクとは、資金繰りリスク及び市場流動性リスクをいい、金融商品に係るリスクである

市場流動性リスクとは、市場の混乱等によって市場での取引ができない等により損失を被るリスク

をいいます。

市場流動性リスクに関しては、資金繰り管理部門が、資産運用に関する資金移動等のキャッシュ・

フローを把握し、資金計画等を策定しており、リスク管理部門が、流動性の高い資産の確保の状況

やキャッシュ・フローの状況を監視しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる

前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(5)金融商品の時価等に関する事項

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

貸借対照表

計上額

時 価 差 額

①現金及び預貯金 286,704 286,704 －

預貯金 286,704 286,704 －

有価証券として取り扱うもの 33,000 33,000 －

その他有価証券 33,000 33,000 －

上記以外 253,704 253,704 －

②買入金銭債権 65,598 65,767 169

有価証券として取り扱うもの 64,483 64,483 －

その他有価証券 64,483 64,483 －

上記以外 1,115 1,284 169

③金銭の信託 8,689 8,689 －

その他の金銭の信託 8,689 8,689 －

④有価証券 5,514,814 5,855,175 340,361

売買目的有価証券 18,379 18,379 －

満期保有目的の債券 627,699 690,539 62,840

責任準備金対応債券 1,646,665 1,924,186 277,521

その他有価証券 3,222,070 3,222,070 －

⑤貸付金 540,508 557,409 16,901

保険約款貸付（＊1） 72,982 80,136 7,161

一般貸付（＊1） 467,655 477,273 9,739

貸倒引当金（＊2） △ 129 － －

資産計 6,416,315 6,773,748 357,432

金融派生商品（＊3）

①ヘッジ会計が適用されていないもの (161) (161) －

②ヘッジ会計が適用されているもの (2,623) (2,623) －

金融派生商品計 (2,785) (2,785) －

(＊1)差額欄は、貸倒引当金を控除した貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。

(＊2)貸付金に対する貸倒引当金を控除しております。

(＊3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（ ）で表示しております。
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金融商品の時価の算定方法

資産

①現金及び預貯金

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

②買入金銭債権

有価証券として取り扱うことが適当と認められるものは④有価証券と同様の方法により、一般貸

付として取り扱うことが適当と認められるものは⑤貸付金のうち一般貸付と同様の方法によってお

ります。

③金銭の信託

現金及び預貯金と同等の性質を持つ金銭信託であることから、当該帳簿価額によっております。

④有価証券

・債券については主として日本証券業協会が公表する公社債店頭売買参考統計値等、業界団体等

が公表する価格や取引金融機関から提示された価格等によって評価しております。

・株式については主として取引所の価格（終値・気配値等）によって評価しております。

・その他証券のうち投資信託については、取引所の価格（終値・気配値等）又は業界団体や投資

信託委託会社が公表する基準価格によって評価しております。

なお、非上場株式、組合出資金のうち組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難

と認められるもので構成されているもの等については、金融商品の時価情報の「④有価証券」には含

めておりません。時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は、非

上場株式 9,351 百万円、外国証券（組合出資金等）134,444 百万円、その他の証券（組合出資金等）

7,945 百万円であります。

⑤貸付金

保険約款貸付は、過去の実績に基づく返済率から将来キャッシュ・フローを生成し、リスク・フリ

ー・レートで割り引いて時価を算定しております。

一般貸付のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が

実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。一方、固定金利によるものは、元利金の合計額をリスク・フリー・レートに信用リスクを

加味した割引率で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先債権、実質破綻先債権及び破綻

懸念先債権については、キャッシュ・フローによる回収可能見込額、又は担保及び保証による回収見

込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の

貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

金融派生商品

・為替予約取引は、先物為替相場によっております。

なお、ヘッジ会計が適用されているもののうち、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象

とされている外貨建定期預金と一体として処理しているため、その時価は、当該外貨建定期預金の時

価に含めて記載しております。

・通貨オプション、株価指数オプションの時価は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価

格等に基づき算定しております。

大同生命保険株式会社



１７．オフィス及び賃貸店舗として利用している建物の石綿の除去義務につき資産除去債務を計上してお

ります。資産除去債務の見積りにあたり、支出発生までの見込期間は建物の取得から 50 年間、割引率は

2.11％を使用しております。

当事業年度における資産除去債務の増減は次のとおりであります。

期首残高 1,930 百万円

時の経過による調整額 40 百万円

期末残高 1,971 百万円

１８．当事業年度末における賃貸等不動産の貸借対照表計上額は 114,943 百万円、時価は 154,778 百万円

であります。

当社は、全国主要都市を中心に、賃貸用のオフィスビル等を所有しており、時価の算定にあたっては、

主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物件につい

ては「公示価格」に基づいて自社で算定した金額によっております。

また、賃貸等不動産の貸借対照表計上額に含まれている資産除去債務に対応する額は 79 百万円であり

ます。

１９．消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表計上額は、33,940 百万円であります。

２０．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額は、90 百万

円であります。なお、それぞれの内訳は以下のとおりであります。

貸付金のうち、破綻先債権額は 1百万円、延滞債権額は 88 百万円であります。

上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権額は 72 百万円、延滞債権額は 88 百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令

第 97 号）第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じてい

る貸付金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。

貸付金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３カ月以

上延滞している貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は 1百万円であります。

なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債

権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。

２１．有形固定資産の減価償却累計額は 112,480 百万円であります。
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２２．保険業法第 118 条に規定する特別勘定の資産の額は 17,300 百万円であります。

なお、負債の額も同額であります。

２３．関係会社に対する金銭債権の総額は 14,623 百万円、金銭債務の総額は 13,672 百万円であります。

２４．繰延税金資産の総額は、112,831 百万円、繰延税金負債の総額は、67,462 百万円であります。繰延

税金資産のうち、評価性引当額として控除した額は 9,983 百万円であります。

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金 35,789 百万円、価格変動準備金 31,493

百万円、退職給付引当金 21,810 百万円、有価証券評価損 12,674 百万円であります。

繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、その他有価証券評価差額金 62,315 百万円、連結法人間譲

渡益繰延 3,670 百万円、有価証券に係る未収配当金 924 百万円、不動産圧縮積立金 527 百万円及び資

産計上した資産除去債務に対応する除去費用相当額 24 百万円であります。

２５．当事業年度における法定実効税率は 27.92％であります。法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100 分の５以下であるため、差異の原因となった主な項目別

の内訳の注記を省略しております。

２６．契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。

当期首現在高 55,943 百万円

当事業年度契約者配当金支払額 16,389 百万円

利息による増加額 16 百万円

その他による増加額 46 百万円

契約者配当準備金繰入額 14,005 百万円

当事業年度末現在高 53,623 百万円

２７．関係会社の株式又は出資金の総額は 2,901 百万円であります。

２８．保険業法第 91 条の規定による組織変更剰余金額は、10,836 百万円であります。

２９．担保に供している資産の額は、有価証券（国債）8,977百万円であります。

３０．保険業法施行規則第 71 条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再

責任準備金」という）の金額は 809 百万円であります。

３１．１株当たり純資産額は 228,425 円 33 銭であります。

３２．消費貸借契約で借り入れている有価証券のうち、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利

を有し、当事業年度末に当該処分を行わずに所有しているものの時価は 34,988 百万円であり、担保に差

し入れているものはありません。
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３３．貸付金に係るコミットメントライン契約の融資未実行残高は、15,348 百万円であります。

３４．保険業法第 259 条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当事業年度末における当社の今

後の負担見積額は 10,154 百万円であります。

なお、当該負担金は拠出した事業年度の事業費として処理しております。

３５．退職給付に関する事項は次のとおりであります。

(1)採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、退職年金制度及び退職一時金制度を設け

ております。また、確定拠出型の制度として確定拠出型年金制度を設けております。

(2)確定給付制度

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 94,846 百万円

勤務費用 4,087 百万円

利息費用 427 百万円

数理計算上の差異の発生額 3,006 百万円

退職給付の支払額 △4,646 百万円

退職給付債務の期末残高 97,721 百万円

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 74,087 百万円

期待運用収益 563 百万円

数理計算上の差異の発生額 1,346 百万円

事業主からの拠出額 4,145 百万円

退職給付の支払額 △4,596 百万円

年金資産の期末残高 75,546 百万円

③退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

積立型制度の退職給付債務 97,497 百万円

年金資産 △75,546 百万円

（うち退職給付信託 △63,321 百万円）

21,951 百万円

非積立型制度の退職給付債務 224 百万円

退職給付引当金 22,175 百万円

④退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 4,087 百万円

利息費用 427 百万円

期待運用収益 △563 百万円

数理計算上の差異の費用処理額 1,660 百万円

確定給付制度に係る退職給付費用 5,612 百万円
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⑤年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 89.2％

外国証券 4.3％

現金及び預金 4.0％

株式 2.5％

その他 0.0％

合計 100.0％

年金資産合計には、退職給付信託が 83.8％含まれております。

⑥長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産

を構成する様々な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

⑦数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎は次のとおりであります。

割引率 △0.01％～0.36％

長期期待運用収益率

確定給付企業年金 3.46％

退職給付信託 0.24％

(3)確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、254 百万円であります。

大同生命保険株式会社



２０１８年度 損益計算書

（単位：百万円）

科 目 金 額
経 常 収 益 1,045,561

828,003
826,576

1,427
191,065
145,486

1,002
127,600

7,045
8,612
1,225

190
25

41,517
1,168

33
2,528

113
26,492
21,425
1,225
3,841

経 常 費 用 956,290
510,573
137,838
54,601
68,652

236,601
9,845
3,033

259,032
904

258,111
16

61,342
16

12,150
2,960

28,888
786

2,653
13,887

103,883
21,458
2,142
8,652
4,216
4,526
1,920

経 常 利 益 89,270
特 別 利 益 497

497
特 別 損 失 12,454

603
538

11,244
68

14,005
63,308
21,414

△ 3,634
17,779
45,528

（金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

保 険 料
再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益
利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

預 貯 金 利 息
有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金
貸 付 金 利 息
不 動 産 賃 貸 料
そ の 他 利 息 配 当 金

有 価 証 券 売 却 益

そ の 他 運 用 収 益

そ の 他 経 常 収 益
年 金 特 約 取 扱 受 入 金

そ の 他 の 経 常 収 益

保 険 金 等 支 払 金
保 険 金
年 金
給 付 金
解 約 返 戻 金
そ の 他 返 戻 金
再 保 険 料

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

資 産 運 用 費 用
支 払 利 息
有 価 証 券 売 却 損
有 価 証 券 評 価 損

為 替 差 損
賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費
そ の 他 運 用 費 用

事 業 費
そ の 他 経 常 費 用

保 険 金 据 置 支 払 金
税 金
減 価 償 却 費

そ の 他 の 経 常 費 用

固 定 資 産 等 処 分 益

固 定 資 産 等 処 分 損

保 険 料 等 収 入

税 引 前 当 期 純 利 益

当 期 純 利 益

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

保 険 金 据 置 受 入 金

貸 倒 引 当 金 戻 入 額

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

金 融 派 生 商 品 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

金 銭 の 信 託 運 用 益
売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

支 払 備 金 繰 入 額
責 任 準 備 金 繰 入 額

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

有 価 証 券 償 還 益

減 損 損 失

そ の 他 特 別 損 失

法 人 税 等 合 計

法 人 税 及 び 住 民 税
法 人 税 等 調 整 額

２ ０ １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら
２ ０ １ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で
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１．関係会社との取引による収益の総額は 430 百万円、費用の総額は 13,291 百万円であります。

２．有価証券売却益の主な内訳は、株式等 26,007 百万円、外国証券 13,911 百万円、国債等債券 1,598 百

万円であります。

３．有価証券売却損の主な内訳は、外国証券 12,053 百万円、株式等 95 百万円、国債等債券 1百万円であ

ります。

４．有価証券評価損の主な内訳は、外国証券 1,472 百万円、株式等 1,288 百万円、その他の証券 200 百万

円であります。

５．責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額の金額は 104 百万円であります。

６．売買目的有価証券運用益の主な内訳は、為替差益 91 百万円であります。

７．金融派生商品費用には、評価損が 3,975 百万円含まれております。

８．１株当たり当期純利益は 15,699 円 58 銭であります。

９．当事業年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。

(1) 資産をグルーピングした方法

保険営業等の用に供している不動産等について、保険営業等全体で１つの資産グループとし、それ

以外の賃貸不動産等及び遊休不動産等について、それぞれの物件ごとに１つの資産グループとしてお

ります。

(2) 減損損失の認識に至った経緯

一部の資産グループについて、賃料水準の低迷等による収益性の低下が見られたことから、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

(3) 減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳

用 途 種 類 場 所 件 数
減 損 損 失

土 地 建 物 計

賃貸不動産 土地及び建物 徳島県徳島市 １件 338 百万円 199 百万円 538 百万円

(4) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、使用価値を適用しております。

なお、使用価値は、将来キャッシュ・フローを 5.30％で割り引いて算定しております。

（注）
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